
軽井沢町危険木伐採に伴う植栽事業補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、適切な植栽により本町の良質な景観形成を推進する

ため、予算の範囲内において、軽井沢町危険木伐採等費用補助金交付要

綱（令和７年軽井沢町告示第  号。次条及び第４条第１号において「伐

採等補助金要綱」という。）に基づく伐採後の植栽に要した費用に対し

、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。  

 （補助対象者）  

第２条 前条の規定による補助金（以下「補助金」という。）（第３号を

除く。）の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人

とする。  

 ⑴ この要綱に基づく植栽（以下「植栽」という。）（次号を除く。）

を行おうとする土地の所有者であること。  

⑵ 伐採等補助金要綱第３条第３号の規定による植栽を行う者であるこ

と。 

⑶ 伐採等補助金要綱第９条の規定による補助金の額の確定を受けた者

であること。  

⑷ その属する世帯の全ての世帯員が町税並びに水道料金及び下水道使

用料（農業集落排水施設使用料を含む。）を滞納していない者である

こと。  

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、植栽に要した費用の額（消費税額及び地方消費税

額を除く。）に２分の１を乗じて得た額（その額に100円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限額とする。  

植栽本数  上限額  

５本以下  １万円  

６本以上10本以下  ２万円  

11本以上  ３万円  

２ 補助金の交付は、一の世帯（住居を共にする者の集まりをいう。）に



つき１回限りとする。  

 （交付申請）  

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、危険木伐採に伴う植栽事業

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提

出するものとする。  

⑴ 伐採等補助金要綱第９条に規定する補助金の額を確定した通知の写

し 

⑵ 植栽に要する経費の見積書及びその内訳書の写し  

 ⑶ 植栽をする場所の位置図  

 ⑷ 植栽をする樹木の配置図  

 ⑸ 植栽計画書（植栽をする樹木の位置、樹種、樹高及び本数その他必

要な事項を詳細に記載したもの）  

 ⑹ その他町長が必要と認める書類  

 （交付決定）  

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、補助金の交付をするかどうかを決定し、その結果を当該申請者に通

知するものとする。  

 （変更等承認申請）  

第６条 前条の規定による交付の決定（次条及び第10条において「交付決

定」という。）を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第４条

の規定による申請の内容を変更しようとするとき又は当該補助金の交付

の対象となる事業を廃止しようとするときは、速やかに関係書類を添え

て、危険木伐採に伴う植栽事業補助金変更（廃止）承認申請書（様式第

２号）を町長に提出するものとする。  

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

その結果を当該申請者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第７条 交付決定者は、植栽が完了した日から起算して 30日を経過した日

又は交付決定のあった日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日まで

に、危険木伐採に伴う植栽事業補助金実績報告書（様式第３号）に次の

各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。  



 ⑴ 植栽に要した経費の領収書及びその内訳書の写し  

 ⑵ 植栽前及び植栽後の状況を撮影した写真  

 ⑶ その他町長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  

第８条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査

し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その結

果を当該交付決定者に通知するものとする。  

 （交付請求）  

第９条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、危険木伐

採に伴う植栽事業補助金請求書（様式第４号）により、補助金の交付を

請求するものとする。  

 （交付決定の取消し又は返還）  

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該交付決定を取り消し、又は期限を付して補助金の返還を求めることが

できる。  

 ⑴ 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。  

 ⑵ 法令又はこの要綱に違反したとき。  

 ⑶ その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。  

 （委任）  

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。  

   附  則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 


